
譲渡推進施設基本構想調査委託業務 企画提案募集要領 

 

１ 業務概要 

（１）業務名 

譲渡推進施設基本構想調査委託業務 

（２）業務内容 

別添「譲渡推進施設基本構想調査委託業務仕様書」のとおり 

（３）委託金額の上限 

18,865,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

（４）委託期間 

契約締結日の翌日から令和８年３月 20 日（金）まで 

 

２ 応募資格 

以下のすべてに該当する者であることとする。 

  なお、企業共同体（ＪＶ）形式での応募も認めるが、ＪＶに参加するすべての者が応募

資格 （１）から （３）までを満たす必要がある。なお、応募資格 （４）から （６）までにつ

いては、ＪＶに参加する者のうち主たる者が満たす必要がある。また、１事業者が２つ以

上のＪＶに重複すること及びＪＶに参加しながら単独での提案を行うことはできない。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

（２）企画提案書の応募受付期間において、「愛知県が行う事務及び事業からの暴力団排除に

関する合意書」（平成 24年６月 29日付け愛知県知事等・愛知県警察本部長締結）に基づ

く排除措置を受けていないこと。 

（３）企画提案書の応募受付期間において、愛知県会計局及び愛知県建設局が定める指名停

止取扱要領等に基づく指名停止を受けていない者であること。 

（４）令和６・７年度入札参加資格者名簿において、大分類「03. 役務の提供等」のうち、中

分類「07. 調査委託」に登録されている者であること。 

（５）動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）第 37 条の２に規定する

動物愛護管理センターに関する調査又は検討業務（基本構想及び基本設計等の策定業務

に関連した調査又は検討業務を含む。）の受託の実績があること。 

（６）県内に本社又は支店（支社）があること。 

 

３ 募集期間 

  令和７年３月 25 日（火）から令和７年４月 25 日（金）午後５時まで 

 

４ 応募方法 

（１）提出書類 

別紙「企画提案書作成要領」に基づき、必要書類を提出すること。 

 



（２）提出期限 

令和７年４月 25日（金）午後５時まで（必着） 

（３）提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る。）により提出すること。（メールやＦＡＸは不可。） 

（４）提出先 

〒460－8501 名古屋市中区三の丸三丁目１番２号 

愛知県保健医療局生活衛生部生活衛生課 獣医衛生・動物愛護グループ 

（５）問合せ先 

本業務に関して質問等がある場合は、質問書（様式４）を令和７年４月４日（金）午後

５時までにメールで送信すること。（送信先は eisei@pref.aichi.lg.jp）質問等への回答

は、令和７年４月８日（火）頃までに愛知県のホームページに掲載する。 

ただし、企画提案書の具体的な記載方法、記載内容及び評価基準に係る質問について

は、公平性の確保及び公正な選考を行うため、受け付けない。 

（６）注意事項 

ア 企画提案は、１者につき１点のみとする。 

イ 提出書類の作成や提出に必要な経費は応募者の負担とする。 

ウ 企画提案の差し替え及び再提出は、原則として認めない。 

エ 提出書類は返却しない。 

オ 採用された企画提案書の著作権は愛知県に帰属する。 

カ 行政文書開示請求があった場合は、採用となった企画提案書については、開示するこ

ととする。不採用となった企画提案書については、応募者の意見を踏まえたうえで愛知

県が判断する。 

キ 企画提案の選定は契約の相手方を選定するための手続きであり、業務の実施において

は企画提案の内容を最低限の内容とし、県と被選定者が協議して実施内容を決定する。 

ク 企画提案書の提出後に辞退する場合は、辞退理由を記載した辞退届 (様式任意)を提出

すること。 

ケ 次の各号に該当した場合、応募者は失格になる場合がある。 

ａ 提出書類に明らかな不備、虚偽の内容がある場合、又は指示事項に違反した場合 

ｂ 県職員又は企画競争関係者に対して、企画競争に係る不正な接触の事実が認められ

た場合 

 

５ 参考資料について 

  応募を希望する者は、企画提案書の作成に際して参考となる令和６年度譲渡推進施設検

討調査報告書を送付するので、秘密保持に関する誓約書（様式５）を添付のうえ令和７年

４月４日（金）までにメールにより連絡すること。（送信先は eisei@pref.aichi.lg.jp）

なお、メールの題名は、「譲渡推進施設基本構想調査委託業務応募希望」とすること。 

 

６ 説明会の開催について 

  応募希望者を対象に以下のとおり説明会を開催する。なお、説明会への出席は応募の必

須条件ではないが、応募希望者は可能な限り出席すること。 
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（１）日時 

令和７年３月 31日（月） 午後２時から 

（２）形態 

   オンライン形式（Microsoft Teams による） 

（３）申込方法 

会社名、参加者の所属・役職・氏名、連絡先（電話番号、メールアドレス）を記入の

うえ、令和７年３月 28日（金）正午までにメールにより連絡すること。（送信先は

eisei@pref.aichi.lg.jp）なお、メールの題名は、「譲渡推進施設基本構想調査委託業

務説明会参加申込」とすること。 

参加申込を受け付けた後、ＵＲＬ等の詳細情報をメールで送付する。 

 

７ 契約条件 

（１）契約保証金 

愛知県財務規則第 129 条の２の規定に基づき、契約金額の 100 分の 10 の金額とす

る。 

ただし、愛知県財務規則第 129 条の３に該当する場合は、全部又は一部免除とする。 

（２）委託方法 

   企画提案を公募により広く募り、最も優れた企画提案者として選定された１者と仕様

書及び契約金額を委託契約限度額の範囲内で協議したうえで、委託契約を締結する。な

お、協議が不調に終わった場合は、次点の者と協議する。 

（３）支払方法 

   精算払いとする。 

 

８ 審査方法 

（１）審査手順 

県が別に設置する企画審査委員会において、一次審査（書類審査）及び二次審査（プレ

ゼンテーションによる審査）を行う。書類審査及び企画審査委員会は非公開とし、審査

に関する問合せ及び異議申し立ては認めない。 

一次審査の選考通過者は３者とし、応募者全員に選考結果を書面で通知する。ただし、

応募者が３者以下の場合は、一次審査は実施しない。 

（２）二次審査について 

ア 日程 

令和７年５月 16日（金）午後（予定）（日時は決定次第別途通知する。） 

イ 会場 

愛知県庁内の会議室（予定） 
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ウ プレゼンテーション 

プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書により行い、パソコン、プロジェ

クター等の機器は使用できない。また、追加書面の提出は認めない。説明は１者あたり

15 分程度とし、説明終了後に質疑応答を５分程度行う。 

詳細については、参加者の決定後に通知する。また、参加者全員に審査結果をメール

で通知する。 

（３）審査基準 

評価項目 審査の視点 

１ 業務実績及び業務体制 ・本業務の遂行に必要かつ十分な体制が組まれているか。 

・本業務を実施するために必要なスキルやノウハウ、専門的

知見等が十分にあるか。 

・本業務と類似する業務に関する実績を有しているか。 

・業務の進行に必要な助言や提案が十分に期待できるか。 

２ 

  

企

画

提

案

内

容 

(１)業務全体の方針、スケ

ジュール 

・業務全体の方針、業務実施の行程（プロセス）、スケジュ

ールは適切か。 

(２)センター本・支所の役

割や施設規模等の整理 

・敷地条件等の整理の方法は適当であるか。 

・民間との協働可能性調査について、今後の長期的な見通し

を持った上で、令和７年度必要な調査について提案されてい

るか。 

・令和６年度譲渡推進施設検討調査結果を踏まえた動物愛

護センター本・支所の役割整理の提案となっているか。 

・検討に、県の考え方、有識者会議の結果及び先進事例調査

の結果が十分に反映されるような提案となっているか。。 

・必要な人員・施設規模の算出方法は適当であるか。 

(３)各施設の整備方針検討

の方法 

・整備手法の検討について、業務の進め方は適当か。 

・調査結果として、本県が必要とする成果物の提案がされて

いるか。 

(４)追加提案の趣旨及び独

自性 

・追加提案は本事業の趣旨に沿った適当なものであるか。 

３ 経費積算 ・事業の実施に必要な経費を適正に積算しているか。 

４ 社会的価値の実現に資する

取組み 

以下の取組みを行っているか。 

・環境に配慮した事業活動 

・障害者への就業支援（障害者法定雇用率の達成） 

・男女共同参画社会の形成（女性の活躍促進） 

・仕事と生活の調和の推進 

・その他（エコモビリティライフの推進、安全なまちづくり

と交通安全の推進、健康づくりの推進） 

 

 



９ スケジュール 

  令和７年３月 25 日（火） 告示 

      ３月 31 日（月） 説明会 

      ４月４日（金）  質問受付締切 

４月 25 日（金） 企画提案書提出締切 

５月 16 日（金） 企画審査委員会開催 

５月中旬    審査結果通知 

５月下旬    契約締結 

 


